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１ 計画策定の趣旨など 1 

(１) 計画策定の趣旨 2 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年（1970 年）法律第 137 号、以下「廃棄物処理法」3 

という。）に基づき、令和３年（2021年）７月に策定した「第五次滋賀県廃棄物処理計画」（以下「五4 

次計画」という。）は令和８年（2026 年）３月に終期を迎えます。また、食品ロスの削減の推進に関5 

する法律（令和元年（2019年）法律第 19号）に基づき、令和３年（2021年）３月に策定した「滋賀6 

県食品ロス削減推進計画」も令和８年（2026年）３月に終期を迎えます。これらのことから、廃棄物7 

処理の状況や関係政策の動向などを踏まえて見直しを行い、「第六次滋賀県廃棄物処理計画」および8 

「第二次滋賀県食品ロス削減推進計画」を策定しました。 9 

 10 

(２) 計画の位置づけ 11 

○ 廃棄物処理法第５条の５の規定に基づき定める計画。 12 

○ 食品ロスの削減の推進に関する法律第 12条第１項の規定に基づき定める計画。 13 

○ 第五次滋賀県環境総合計画の分野別計画。 14 

 15 

(３) 計画期間 16 

令和８年度（2026年度）から令和 12年度（2030年度）までの５年間 17 

 18 

(４) 計画の構成 19 

 食品ロスの削減は、廃棄物全般に対する削減や資源を最大限に活用するサーキュラーエコノミー20 

（循環経済）※の考え方を共有するものですが、一方で食品の価値は時間の経過により損なわれ、一21 

定の期間が過ぎると資源であったものが廃棄物になるなど通常の廃棄物とは異なる側面もあります。22 

こういったことから、食品ロスの削減については、「第二次滋賀県食品ロス削減推進計画～三方よし23 

と県民総参加でフードエコ～」は「第六次滋賀県廃棄物処理計画」の別冊として定める構成としてい24 

ます。 25 

 26 

※サーキュラーエコノミー（循環経済）：従来の 3R の取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ス27 

トックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製28 

品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの。 29 

 30 

  31 
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２ 廃棄物に関する現状など 1 

(１) 五次計画の目標達成状況 2 

 ア 一般廃棄物（ごみ） 3 

(ｱ) 減量に係る目標 4 

〇 ごみの排出量（総量および１人 1日当たり）は減少傾向にあります。１人１日当たりごみの排5 

出量は目標を達成しています（表 2-1、図 2-1）。 6 

○ １人１日当たりごみの排出量は全国２番目の少なさです（１位：京都府 749g、３位：神奈川県：769g）。 7 

〇 ごみの総資源化量およびごみの再生利用率は減少傾向にあります（図 2-2）。 8 

〇 ごみの最終処分量（総量および１人１日当たり）は減少傾向にあります。１人１日当たりごみ9 

の最終処分量は目標を達成しています（表 2-1、図 2-3）。 10 

 11 

表２-1 減量に係る目標および参考指標の状況 12 

 13 

※総資源化量および再生利用率には店頭回収等の民間ルートによる回収は含みません。 14 

出典：環境省（一般廃棄物処理事業実態調査） 15 

 16 

目標値/
参考指標

R2 R3 R4 R5 R6 R7

ごみの総排出量 万ｔ 42.6 41.8 40.8 39.3 （集計中）
参考指標

41.3
○

１人１日当たり
ごみの排出量

g 822 809 789 761 （集計中） 804 ○

ごみの総資源化量 万ｔ 7.7 7.2 6.6 6.2 （集計中）
参考指標

7.7
×

ごみの再生利用率 ％ 18.0 17.1 16.1 15.7 （集計中）
参考指標

18.5
×

ごみの最終処分量 万ｔ 4.2 4.2 4.0 3.9 （集計中）
参考指標

4.2
○

１人１日当たり
ごみの最終処分量

g 81 81 78 75 （集計中） 82 ○

実績値

五次計画期間

五次計画

達成/
到達
状況
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 1 

出典：環境省（一般廃棄物処理事業実態調査） 2 

図 2-1 ごみの排出量の推移 3 

 4 

 5 

 6 

出典：環境省（一般廃棄物処理事業実態調査） 7 

図２-2 ごみの総資源化量および再生利用率の推移 8 

 9 

 10 
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 1 

出典：環境省（一般廃棄物処理事業実態調査） 2 

図２-3 ごみの最終処分量の推移 3 

 4 

(ｲ) 取組に係る目標 5 

〇 レジ袋辞退率は 85％以上とする目標を達成しています（表 2-2）。 6 

〇 マイボトル使用可能な給水等スポット数は令和７年度末までに 100箇所とする目標を達成し7 

ています（表 2-2）。 8 

〇 市町災害廃棄物処理計画の策定率は令和６年度末までに 100％とする目標を達成しています9 

（表 2-2）。 10 

〇「環境美化の日」を基準とした環境美化運動参加者数は計画期間累計で 1,200,000人とする目11 

標を達成できない見込みです（表 2-2）。 12 

 13 

表 2-2  取組に係る目標の状況 14 

 15 

出典：滋賀県による調査 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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イ 産業廃棄物 1 

(ｱ) 減量に係る目標 2 

〇 産業廃棄物の総排出量は県内総生産額の増加に伴って、増加傾向にあります。一方、県内総3 

生産額１億円当たりの排出量は 10年前よりも低い値となっています（図 2-4、図 2-5）。 4 

○ 再生利用量は増加傾向、再生利用率は概ね横ばいとなっています（図 2-6）。 5 

○ 最終処分量は増加傾向、最終処分率は概ね横ばいとなっています。最終処分量は 9.8万 tと6 

する目標まで、1.1万 t削減が必要な状況です（表 2-3、図 2-7）。 7 

○ 廃棄物の種類別の状況を見ると、廃プラスチック類の排出量は全体の 3.6％であるにも関わ8 

らず、廃プラスチック類の最終処分量は全体の 19.3％と最も多くなっています（図 2-8）。こ9 

れは廃プラスチック類の再生利用率が 77％と他の主要な廃棄物と比較して低い値となってい10 

るからです（図 2-9）。 11 

 12 

表 2-3  減量に係る目標および参考指標 13 

 14 

※発生量：総排出量のうち、汚泥については排出事業所内での脱水した後の量としたもの。 15 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 16 

 17 

 18 

目標値/
参考指標

R2 R3 R4 R5 R6 R7

産業廃棄物の
総排出量

万ｔ 383 397 389 413 （集計中）
参考指標

385
×

産業廃棄物の
発生量

万ｔ 209 220 203 231 （集計中）
参考指標

209
×

産業廃棄物の
再生利用量

万ｔ 180 190 177 198 （集計中）
参考指標

176
○

産業廃棄物の
再生利用率

％ 47 48 46 48 （集計中）
参考指標

46
○

産業廃棄物の
最終処分量

万ｔ 10.7 10.9 10.1 10.9 （集計中） 9.8 ×

五次計画

計画期間 達成/
到達
状況

実績値
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 1 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 2 

図 2-4 産業廃棄物の排出量の推移 3 

 4 

 5 

 6 

出典：内閣府（県民経済計算（H23～R４））、滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 7 

図 2-5 県内総生産額１億円当たりの産業廃棄物の排出量の推移 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 1 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 2 

図 2-6  産業廃棄物の再生利用量および再生利用率の推移 3 

 4 

 5 

 6 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 7 

図 2-7  産業廃棄物の最終処分量および最終処分率の推移 8 

 9 

 10 

 11 
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 1 

※その他産業廃棄物：感染性廃棄物、混合廃棄物、水銀等 ※その他：グラフ項目のそれ以外 2 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 3 

図 2-8  産業廃棄物の主な種類別の排出量および最終処分量（令和５年度（2023 年度）） 4 

 5 

 6 

 7 

出典：滋賀県（産業廃棄物処理実績報告データ整備・構造解析調査） 8 

図 2-9  産業廃棄物の主な種類別の処理率（令和５年度（2023 年度）） 9 

 10 

(ｲ) 取組に係る目標 11 

○ 優良産廃処理業者認定件数は増加傾向にあるものの、270件とする目標まで 36件足りない状12 

況です。 13 

○ 廃棄物処理施設や産廃処分業者への立入検査実施率は 100％とする目標を下回っています。 14 

○ 産業廃棄物不法投棄等の発生年度内解決率は 85％とする目標を下回っています。 15 
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表 2-4 産業廃棄物の取組に係る目標の状況 1 

 2 

出典：滋賀県による調査 3 

 4 

(２) 五次計画策定時の課題と五次計画期間終了時の評価 5 

 五次計画策定時の課題 五次計画終了時の評価 

１ 循環型社会の実現に向け、

資源の有効活用が重要視され

ています。このため、発生抑

制（リデュース）、再使用

（リユース）、再生利用（リ

サイクル）という 3Rの取組

を進めます。 

一般廃棄物（ごみ）については、排出量および最終処分

量（総量および 1人 1日当たり）は減少傾向にあり、3R推

進などの各取組の成果と考えられます。一方、再生利用率

は低下傾向にあり、全国平均を下回っています。再生利用

率は平成 26年度（2014年度）から令和５年度（2023年

度）にかけて 5.3％減少していますが、内訳として中間処

理後再生利用量の減少により 2.3％、集団回収量の減少に

より 2.4％減少しています。中間処理後再生利用量につい

ては、県内市町の一般廃棄物処理施設の更新により、焼却

灰の資源化を終了したことやプラスチックごみを再生利用

から熱回収に転換したことなどが一因と考えられます。集

団回収量については、再資源化しやすい品目の店頭回収等

の民間ルートによる回収が普及したことが考えられ、市町

へのアンケート結果においても再生利用率の低下要因とし

て挙げる市町が複数ありました。また、その他の要因とし

て人口減少・高齢化の影響で子供会を中心とした地域コミ

ュニティが弱体化し、減少していることやコロナ禍で感染

防止のため集団回収を休止し、その影響が続いていること

も考えられます。 

産業廃棄物については、県内総生産額 1億円当たりの排

出量が 10年前と比較して低い値となっており、各取組の成

果と考えられます。一方、総排出量および最終処分量は、

県内総生産額の増加に伴い増加傾向にあります。また、再

生利用量も総排出量の増加に伴って増加していますが、再

生利用率は概ね横ばいとなっています。また、廃棄物の種

類別の状況を見ると、最終処分量の 19.3％を占める廃プラ

スチック類の再生利用率が 77％と他の主要な廃棄物と比較

目標値

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

優良産廃処理業者認定
件数

件 ー ー ー ー 160 181 186 197 208 221 234 270
×

見込み

廃棄物処理施設や産廃
処分業者への立入検査
実施率
※一廃処理施設含む

％ 100 100 100 100 100 100 99.8 88.2 99.8 100 97.1
100

計画期間中
×

産業廃棄物不法投棄等
の発生年度内解決率

％ 88.7 90.8 86.8 91.4 89.5 81.7 86.9 79.6 88.9 71.7 69.8
85以上

計画期間中
×

五次計画

達成
状況

計画期間

実績値
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して低い値となっており、廃プラスチック類の再生利用率

の向上が課題です。 

3Rの推進を強化してから 25年が経過しており、現状の

取組だけではこれ以上の大幅な改善は見込めないと考えら

れます。 

 

２ 琵琶湖では、プラスチック

ごみが河川などを経由して流

入することによる環境悪化が

懸念されています。また、プ

ラスチック資源としての有効

活用も喫緊の課題です。これ

らの課題に対応するため、プ

ラスチックごみの散乱防止の

ための検討を行うとともに、

使い捨てプラスチック製品の

使用を抑制し、ごみとなる前

の段階での対策を進めます。 

平成 27年（2015年）の琵琶湖岸漂着物等実態把握調査

によると、重量比で漂着ごみの約 36％がプラスチック類で

最多でした。また、令和元年（2019年）の守山市赤野井湾

での湖底ごみの実態把握調査によると、体積比で湖底ごみ

の約 75％がプラスチック類でした。このように琵琶湖に流

入、堆積するごみの多くをプラスチックが占めており、こ

の対策としてプラスチックごみの削減の啓発や清掃活動に

よるプラスチックごみの回収を進めてきましたが、琵琶湖

への流入が大きく減少したとは言えない状況です。このた

め、プラスチックごみの琵琶湖への流入状況をより詳細に

把握し、効果的な対策につなげるため、琵琶湖環境科学研

究センターを中心に試験研究が進められているところで

す。 

また、定点観測調査における散在性ごみの量は減少傾向

にあるものの、それ以外の場所の状況は把握できていませ

ん。プラスチックをはじめとするごみの散乱防止ための基

礎資料を得るため、AIによる自動分析を活用し、散在性ご

みの広域的な分布状況データの収集を試験的に開始しまし

た。 

レジ袋辞退率および県内のマイボトル使用可能な給水等

スポット数は目標を達成しました。レジ袋辞退率は過去 10

年間 90％前後で推移しており、レジ袋をできるだけ使用し

ない生活習慣が浸透したと考えられます。また、マイボト

ル普及のための環境整備も進展してきたと言えます。一

方、宿泊施設における使い捨てプラスチックアメニティの

廃止に向けた取組も進められていますが、県民 Webアンケ

ートの結果（アンケート結果グラフを挿入予定）を見る

と、県民の使い捨てプラスチック利用を控える取組は十分

に広がっているとは言えません。このため、今後も使い捨

てプラスチック製品の削減を進めていく必要があります。 

 

３ 災害発生時の廃棄物処理に

適切に対応するため、平時か

らの備えが不可欠です。そこ

市町の災害廃棄物処理計画の策定を支援した結果、目標

としていた策定率 100％を達成しました。これに加え、各

種手引きの作成、協定の締結によるごみ処理の相互支援体
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で、各市町における災害廃棄

物処理計画の策定や仮置場候

補地の選定を進め、災害廃棄

物処理の対応能力と連携体制

の向上を図ります。 

制の整備、災害廃棄物処理に係る訓練の実施、近畿、中部

両ブロックの大規模災害時廃棄物対策協議会への参画など

を通じて、災害廃棄物の円滑な処理体制を強化することが

できました。一方で、仮置場候補地については、最大災害

時の仮置場必要面積を確保済みの市町の割合は 42％（８市

町／19市町）であり、必要面積の確保にいたっていません

（令和７年（2025年）３月末時点）。 

近年、気候変動およびその影響によると疑われる風水害

などが全国各地で現れており、また各地で地震も頻発して

おり、南海トラフ地震の発生も懸念されています。令和６

年（2024年）１月に発生した能登半島地震では、膨大な量

の災害廃棄物の発生による仮置場の不足や処理の遅れ・長

期化、し尿処理施設の復旧の遅れ、交通インフラの寸断、

情報の錯そう、人手不足や知見を持った職員の不足などが

問題となりました。これらを踏まえて、仮置場候補地の選

定、し尿処理施設の相互支援、災害廃棄物処理の体制の強

化、情報共有の仕組みの整備など、実効性確保に向けたさ

らなる取組を進める必要があります。 

 

４ 県民の安全・安心な生活を

支えるため、廃棄物処理施設

の監視指導や不法投棄の撲滅

に向けた対策を徹底します。 

 廃棄物処理施設の監視指導については、毎年度、全ての

産業廃棄物処理施設や産廃処分業者に対して立入検査を行

うことを目標としています。立入検査実施率は概ね 100％

（新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた令和３年度

（2021年度）を除く）でした。目標は達成できなかったも

のの、廃棄物処理施設などにおいて大きな問題は発生して

おらず、監視指導を適切に行うことができました。 

産業廃棄物の不法投棄等については、処理業者による大

規模な不適正処理事案は平成 27年（2015年）以降発生し

ていません。また、不適正処分の新規発生件数は減少傾向

にあります。しかし、野外焼却のような比較的解決しやす

い事案が減る一方で、早期解決が困難な埋立処分や不適正

保管といった事案は下げ止まっており、結果として年度内

解決率が低下傾向にあります。このため、時間の経過とと

もに複雑化する前に手を打つことが一層重要であり、「早期

発見・早期解決」をより一層推進する必要があります。ま

た、今後は未然防止にも注力していく必要があります。そ

の手法として新たな技術の導入を積極的に検討することが

重要であり、GPS記録ができる運行管理装置の活用、監視

カメラのネット接続によるリアルタイム監視、ドローン
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（無人航空機）による監視を試験的に導入したところで

す。 

 1 

(３) 国の廃棄物政策の動向 2 

 ア 五次計画策定前（～令和３年（2021 年）６月） 3 

廃棄物処理法は昭和 45年（1970年）に制定されました。当時は高度経済成長期で、大量生産・4 

大量消費・大量廃棄の経済構造の進展に伴い、公害や不法投棄が深刻化していました。 5 

平成 12年（2000年）には「大量消費・大量廃棄型社会」から「循環型社会」へと転換が図ら6 

れ、循環型社会形成推進基本法（平成 12年（2000年）法律第 110号）や各種リサイクル法が整備7 

されました。これを契機に、高度な廃棄物処理やリサイクル技術を持つ事業者が育成されました。 8 

平成 27年（2015年）に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は世界に浸透し、食品9 

ロスや海洋プラスチック問題などへの取り組みを加速させるようになりました。 10 

プラスチックごみ問題や諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を機に、令和元年（2019年）11 

には「プラスチック資源循環戦略」が策定され、新たな海洋プラスチック汚染をゼロにすることを12 

目指す「大阪ブルーオーシャンビジョン」が採択されました。さらに、令和３年（2021年）には、13 

プラスチック使用製品の設計から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全体であらゆる主体の14 

資源循環の取組を促進するプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年（202115 

年）法律第 60号）が制定されました。 16 

 17 

 イ 五次計画策定後（令和３年（2021年）７月～） 18 

持続可能な経済・社会システムや地域づくりを実現するため、カーボンニュートラルやネイチャ19 

ーポジティブの実現といった環境面に加えて、経済安全保障や国際競争力強化にも資するサーキュ20 

ラーエコノミーへの移行を加速し、循環型社会を実現していくことが必要となってきました。 21 

このため、令和６年（2024年）に循環型社会形成推進基本法に基づき策定された「第五次循環型22 

社会形成推進基本計画」において、サーキュラーエコノミーへの移行が国家戦略として位置付けら23 

れました。本計画には「循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と24 

強化するためには、従来の延長線上の取組を強化するのではなく、経済社会システムそのものを循25 

環型に変えていくことが必要である。具体的には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会26 

様式につながる一方通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する27 

循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を推進することが鍵となる。」と記載されています。 28 

また、サーキュラーエコノミーへの移行に向けて、令和６年（2024年）に資源循環の促進のため29 

の再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年（2024年）法律第 41号、以下「資源化高度化30 

法」という。）が制定されました。この法律は脱炭素化と資源循環の取組を一体的に促進するため、31 

再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展を目指すものです。 32 

資源循環の促進については、五次計画策定前から重要視されていたプラスチックの資源循環に加33 

えて、太陽光パネルや蓄電池などの将来的な廃棄量の増加に対する計画的な対応、廃棄物等バイオ34 

マスの素材や燃料としての持続的な利活用の促進などが求められています。 35 

 36 
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３ 本計画の基本方針 1 

(１) サーキュラーエコノミーの推進 2 

廃棄物の排出量や最終処分量については、3Rの推進を中心とする現状の取組だけではこれ以上の3 

大幅な改善は見込めないと考えられる状況であり、廃棄物問題の新たな解決方法が求められていま4 

す。また、「滋賀県 CO2ネットゼロ社会づくり推進計画」や「生物多様性しが戦略 2024」に定めると5 

おり、本県においてもカーボンニュートラルやネイチャーポジティブの実現を目指しています。こ6 

ういった背景および国の廃棄物政策の動向を踏まえ、本県においても、廃棄物問題の大胆な解決に7 

加えて、カーボンニュートラルやネイチャーポジティブの実現に資するサーキュラーエコノミーへ8 

の移行をいち早く実現する必要があります。そこで、令和 32年度（2050年度）頃にはサーキュラ9 

ーエコノミーを実現することを目指して、本計画期間内（令和 12年度（2030年度）までの５年10 

間）において、サーキュラーエコノミーに向けた取組を推進します。 11 

サーキュラーエコノミーは、資源の投入量を最小化し、製品をできるだけ長く利用し、使用済み12 

となった時にはできる限りごみにせず、資源の価値が下がらない方法で再利用・資源化することが13 

経済的に成り立っている社会であり、このような社会への移行を目指します。そのためには、例え14 

ば図 3-1のように、サーキュラーエコノミーに寄与する取組の優先順を明確にし、意識が醸成され15 

ている必要があり、本計画期間においてこの意識醸成を進めていく必要があります。 16 

 17 

 18 

出典：CIRCULAR ECONOMY: MEASURING INNOVATION IN THE PRODUCT CHAIN / R-Strategies for a Circular 19 

Economy（Larae Malooly,Tian Daphne）をもとに滋賀県が意訳、作成 20 

図 3-1 Rラダー（サーキュラーエコノミー処理過程のはしご） 21 

 22 

(２) 廃棄物の適正処理の徹底 23 

サーキュラーエコノミーの推進の大前提である、県民の安全・安心な生活を支えるため、引き続24 

き、廃棄物処理施設の監視指導、不法投棄の撲滅に向けた対策、散在性ごみ対策などの廃棄物の適25 

正処理を徹底します。これらの取組をより効果的かつ効率的に行うためには、従来の取組に加え、26 
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近年発展が目覚ましいデジタル技術などを積極的に活用することが有効であると期待できます。こ1 

のため、廃棄物の適正処理のための調査・監視の高度化を重点的に行います。 2 

 3 

(３) 災害廃棄物の円滑な処理体制の構築 4 

本県では、２(2)のとおり、市町の災害廃棄物処理計画の策定支援や各種手引きの作成、災害時等5 

のごみ処理の相互支援協定の締結、災害廃棄物処理に係る訓練の実施、近畿、中部両ブロックの大6 

規模災害時廃棄物対策協議会への参画など、発災時の実効性確保に向けた取組を進めてきました。7 

この間にも、国内では能登半島地震など様々な災害が起こり、膨大な量の災害廃棄物の発生、仮置8 

場の不足、処理施設の被災による処理の遅延、情報の錯そう、リソースの不足など多くの課題が生9 

じており、さらに災害の備えを高めていくことが求められています。このため、災害廃棄物の円滑10 

な処理体制の構築を引き続き重点的に行います。 11 

 12 

 13 

 14 

  15 
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４ 将来予測および計画の目標 1 

資料１-２のとおり 2 

  3 



16 

５ 計画の推進に向けた取組 1 

(１) サーキュラーエコノミーの推進  2 

○ 琵琶湖へのプラスチックごみの流入状況および主要な排出源を把握し、流入するプラスチック3 

ごみの削減と再資源化を視野に入れた対策を試行します。 4 

○ 複数の自治体、事業者、研究機関と連携を図り、廃家具をはじめ、これまで廃棄されているが再5 

利用可能なものの修理・再流通に関する循環型社会の新たなモデルの構築を進めます。【サーキ6 

ュラーエコノミー推進事業（リペアチャレンジ）】 7 

○ ごみ減量・資源化情報サイト「ごみゼロチャレンジしが」において、廃棄物の減量や先進事例な8 

どに関する情報の提供、普及、啓発を行うことによりサーキュラーエコノミーを進めます。 9 

○ プラスチックをはじめとする使い捨て容器の削減を目指してマイボトルの使用を進めるため、10 

「マイボトルスポット MAP」（事務局：関西広域連合）の登録を進めるとともに、登録事業者を11 

広報します。 12 

○ 環境に配慮された製品やサービスを優先的、選択的に購入するグリーン購入を進めます。 13 

○ 人や社会、環境、地域に配慮した消費者行動である「エシカル消費」について、イベントなどで14 

啓発します。 15 

○ 「第五次滋賀県環境学習推進計画」に基づき、廃棄物に係る諸課題を「自分ごと」として捉え、16 

主体的な行動と連携・協働し、課題解決を進めることができる人育てにより、循環型社会を進め17 

ます。 18 

○ 販路開拓・技術開発の支援や海外展開を図る企業への支援などを通じて、産業と環境が両立し19 

た「持続可能な社会」の実現につながる環境関連産業の振興を進めます。 20 

○ 生ごみや廃食油、下水汚泥、農林水産由来の廃棄物などの廃棄物系バイオマスについては、地域21 

の特性に応じて、堆肥、燃料、発電、熱等のエネルギーなどへの利活用を進め、地域内での循環22 

を促進します。 23 

○ サーキュラーエコノミーへの移行に向けて、廃棄物系バイオマスの利活用や廃棄物の排出抑制24 

などを進めることで、廃棄物等の処理に伴う温室効果ガスの排出抑制や自然環境への影響低減25 

を進めます。 26 

 27 

  ア 一般廃棄物 28 

○ 県民に対して、ライフスタイルを見直し、使い捨てプラスチック製品の使用削減などのプラス29 

チックごみ削減に向けた実践行動のチャレンジを後押しします。【しがプラスチックチャレン30 

ジプロジェクト】 31 

○ 事業者、関係団体、行政などで構成する滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会（事務局：32 

滋賀県）において、「しがプラスチックごみ削減行動宣言」、「環境にやさしい買い物キャンペー33 

ン」、資源物の店頭回収の情報収集・普及などを行うことにより、ごみの削減のための普及啓発34 

を行います。 35 

 36 

 イ 産業廃棄物 37 

○ 産業廃棄物の発生抑制・資源化に係る研究開発および施設設備の整備や、当該研究開発を通じ38 

て開発・改良された製品などの販路開拓に対して支援します。【滋賀県産業廃棄物 3R・循環経39 
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済促進事業】 1 

○ 産業廃棄物の排出者に対して、廃棄物減量化に係る普及啓発を行います。また、多量排出事業2 

者に対して、産業廃棄物処理計画書などの提出を指導します。 3 

○ 主に県内で発生する循環資源（廃棄物や製造過程で発生した副産物、木材など）を利用し、県4 

内事業所で製造加工される製品について、一定の基準に適合するものを「ビワクルエコ製品(滋5 

賀県リサイクル認定製品）」として認定し、認定製品の利用を進めます。 6 

○ 産業廃棄物の発生抑制や資源化の推進を目的に、県内の中間処理施設または最終処分場に産業7 

廃棄物を一定量以上搬入した事業者から徴収している税（滋賀県産業廃棄物税）について、課8 

税方式の違いによる効果を検証し、滋賀県にふさわしい課税方式について検討します。 9 

〇 廃太陽光パネルについて、国の制度などを踏まえて、再資源化を着実に進めるために事業者の10 

取組を進めます。 11 

〇 総排出量の多くを占める汚泥について、堆肥化や燃料化などの再資源化を進めます。 12 

 13 

(２) 廃棄物の適正処理の徹底 14 

 ア 一般廃棄物 15 

(ｱ) ごみ 16 

○ 市町や一部事務組合に対して、「循環型社会形成推進地域計画」の策定や循環型社会形成推進17 

交付金に係る助言や情報提供を行います。 18 

○ 持続可能な適正処理の確保、気候変動対策の推進、災害対策の強化などの観点から、ごみ処19 

理の広域化及びごみ処理施設の集約化の更なる推進が求められており、持続可能な適正処理20 

の確保に向けた広域化・集約化に係る計画を策定します。 21 

○ 廃棄物処理法などに基づき、一般廃棄物処理施設の監視指導を行います。 22 

○ 大阪湾フェニックス事業に参画し、県内の一般廃棄物処理施設の焼却灰の搬入先を確保しま23 

す。 24 

○ 県、市町、一部事務組合で構成する滋賀県廃棄物適正管理協議会（事務局：滋賀県）におい25 

て、リチウム蓄電池や処理困難物の処理などについて情報交換を行います。 26 

○ 市町に対して、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法に関する27 

情報提供を行います。 28 

 29 

＜散在性ごみ対策＞ 30 

○ 環境美化監視員を設置し、ごみの散乱防止に係る監視、パトロール、指導、啓発などを行い31 

ます。 32 

○ 車両にカメラを取り付けて走行し、収集した画像の解析を AIにより行うことにより、散在33 

性ごみの分布状況を俯瞰的に把握します。結果は、ごみの散乱防止の施策などの基礎資料と34 

し、市町などの関係機関との情報共有やボランティア団体などの清掃活動の活性化につな35 

げます。 調査・監視の高度化  36 

○「環境美化の日」（５月 30日、７月１日、12月１日）を基準日とした環境美化運動や事業者37 

などがボランティアで美化清掃を行う淡海エコフォスター制度を進めます。 38 

 39 

 40 
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  (ｲ) し尿・生活排水 1 

○ し尿・生活排水の適正処理を図るため、「滋賀県汚水処理施設整備構想」に基づく計画的な下2 

水道や浄化槽などの汚水処理施設の整備を市町などと連携しながら行います。 3 

○ 市町が国交付金により実施する浄化槽設置整備事業に対して、支援を行います。 4 

○ 県、市町、指定検査機関、業界団体で構成する滋賀県浄化槽適正処理促進協議会（事務局：5 

県）において、浄化槽の適切な維持管理などについて情報交換を行います。 6 

○ 滋賀県廃棄物適正管理協議会し尿処理部会（事務局：県）において、し尿処理施設の現状な7 

どについて情報交換を行います。 8 

 9 

 イ 産業廃棄物 10 

○ 廃棄物処理法などに基づき、産業廃棄物排出事業者に対する監視指導を行います。 11 

○ 廃棄物処理法や「滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱」などに基づき、産業廃棄物12 

処理施設設置者や産業廃棄物処理業者に対する監視指導を行います。 13 

○ 自動車リサイクル法や建設リサイクル法に基づく監視指導を行います。 14 

○ 高濃度 PCB 廃棄物の処分期間が終了しているため、高濃度 PCB 廃棄物が散発的に発見された場15 

合の適正保管や処分を指導します。低濃度 PCB廃棄物の計画的な期限内処理を指導します（処理16 

期限：令和８年度（2026年度）末）。 17 

○ 資源化高度化法による電子マニフェストに係る制度改正の動向を踏まえ、電子マニフェストの18 

利用促進を働き掛けます。 19 

○ 令和５年（2023年）10月に公益財団法人滋賀県環境事業公社のクリーンセンター滋賀（管理型20 

最終処分場）の受入れが終了し、現在は県内に管理型最終処分場がない状況です。このため、大21 

阪湾フェニックス事業へ参画し、最終処分先の確保をするとともに、全国の管理型最終処分場に22 

ついての情報収集・提供を行います。 23 

 24 

＜不法投棄・不適正処理の防止＞ 25 

○ 警察、市町、近隣府県市などと連携し、職員や民間委託事業者によるパトロール、監視カメ26 

ラによる 24時間監視、県境における産業廃棄物運搬車両の路上検査、不法投棄 110番の設置27 

などの監視取締活動を行い、不法投棄の未然防止や早期発見に取り組みます。その手法につ28 

いて、GPSにより記録できる運行管理装置の活用、監視カメラのネットワーク化、ドローンに29 

よる監視などの技術を取り入れることにより、監視の高度化を行います。 調査・監視の高度30 

化  31 

○ 不法投棄等発生時に迅速な現地調査と行政指導を行い、必要に応じて行政処分、告発などの32 

厳正な対応を行います。 33 

○ 産業廃棄物排出事業者に対して産業廃棄物排出者講習会などを行い、排出事業者責任を果た34 

すよう働きかけます。 35 

○ 地域住民などと協働による原状回復事業の実施や監視・通報体制の確立により、不法投棄・36 

不適正処理をさせない地域づくりを推進します。 37 

 38 

(３) 災害廃棄物の円滑な処理体制の構築  39 

○ 仮置場候補地の選定をさらに進め、各市町が最大被災時の仮置場必要面積を確保するよう支援し40 
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ます。 1 

○ し尿処理施設の相互支援や生活ごみの収集体制を整備するなど、実効性確保に向けてさらに取組2 

を進めます。 3 

○ 県内外の自治体、環境省、関係団体と連携を図り、災害廃棄物処理に係る訓練（仮置場の設置運4 

営訓練など）を実施します。 5 

○  能登半島地震の経験などを踏まえ、平成 30年(2018年)３月に策定した滋賀県災害廃棄物処理計6 

画の見直しを行います。 7 

 8 

9 
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６ 関係主体の役割 1 

(１) 県民の役割 2 

○ 商品の購入に当たっては、環境に配慮された商品の選択に努めるとともに、シェアリングなどの3 

サービス利用も選択肢の１つとして検討し、利用するように努めます。 4 

○ 購入した商品の使用に当たっては、長期間使用することや、不用となった場合には有価物として5 

他者に譲渡して有効利用するなどにより一般廃棄物の排出抑制に協力します。 6 

○ 一般廃棄物の排出に当たっては、市町が設定する分別区分に応じて分別排出を行い、事業者が各7 

種リサイクル法に基づいて行う措置に協力します。 8 

 9 

(２) NPOなどの各種団体の役割 10 

○ 各主体をつなぎ、隙間を埋める取組により、各主体間の連携・協働を進めます。 11 

 12 

(３) 事業者の役割 13 

○ 排出者負担の原則に基づき、製造から流通、販売に至るサプライチェーン全体において排出さ14 

れる廃棄物の排出抑制に努めます。 15 

○ 物の製造、加工、販売などに際して、その製品や容器などが廃棄物となった場合に排出抑制、16 

分別排出、適正な循環的利用および処分が円滑に行えるよう努めます。 17 

○ 自ら排出する廃棄物の適正な循環的利用に努め、その上で、処分しなければならない廃棄物に18 

ついて、適正な処理を確保します。 19 

 20 

(４) 市町の役割 21 

○ 一般廃棄物の排出状況を適切に把握した上で、その排出抑制に関し、適切に普及啓発などを行22 

うことにより住民の自主的な取組を進めるとともに、分別収集の推進および一般廃棄物の再生利23 

用により、一般廃棄物の適正な循環利用に努めるものとし、その上で、処分しなければならない24 

一般廃棄物について、適正な中間処理および最終処分を確保します。 25 

○ 他市町および県と連携して、広域的な循環的利用の取組について進めるよう努めます。 26 

 27 

(５) 県の役割 28 

○ 一般廃棄物の処理に関する市町の責務が果たされるように必要な技術的助言を与えるととも29 

に、市町間の調整などを進めるように努めます。 30 

○ 産業廃棄物の排出抑制および適正な循環的利用を進めるとともに、産業廃棄物の適正な処分が31 

確保されるよう事業者に対して必要な監視指導を行い、厳格に法を執行します。 32 

○ 各主体と連携・協働し、サーキュラーエコノミーを進めます。 33 

○ 「滋賀県庁環境マネジメントシステム」に基づき、事業活動における積極的な環境配慮の実34 

施、環境に配慮した庁舎・施設管理や事務活動、職員の環境保全行動などを進めます。 35 

 36 

37 
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７ 計画の進行管理 1 

○ 廃棄物の排出および処理の状況や計画の達成状況について、毎年度、滋賀県環境審議会へ報告す2 

るとともに、滋賀県ホームページなどで公表します。 3 

○ 社会情勢の変化や上記の報告や公表などに対して寄せられた意見などを踏まえて、必要に応じて4 

施策の見直しを行います。 5 

 6 


